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ＣＯＰ２１　パリで開催

ＣＯＰ（コップ）は１９９５年（第1回会議ベルリン）から毎年１回開催され、今年は１１月３０日から、テロ事件のあったフランス・パリで行われます。日本からは安倍首相が出席します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐＣＯＰ２１（国連気候変動枠組み条約の第２１回締約国会議）は、異常気象や生態系の破壊を引き起こす地球の温暖化対策について話し合われます。　　　　　　　　　　ｐ今回の会議の目的は、同条約で温暖化の原因になる二酸化炭素（ＣＯ２）など温室効果ガスを削減するため削減目標を具体化した京都議定書（１９９７年作成）が先進国にしか削減義務を定めておらず、アメリカは署名したものの批准しなかった等の問題点を持っているため、先進国、途上国を問わずすべての国に削減を求める、京都議定書以降の新たな枠組みを決める事です。　　　　　　　　　　　　　ｐ世界の科学者の研究で地球の温暖化は確実に進行しており、その原因が産業など人間の活動による温室効果ガスの増加であることが明らかになっています。温室効果ガスの排出を削減し、地球全体では今世紀末までの気温の上昇を産業革命前に比べ「２度未満」に抑えるのが国際的な目標です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐすでに日本、アメリカ、中国など１５０カ国以上が削減目標を提出していますが、今のままでは地球全体の気温の上昇を抑える目標の達成は困難だといわれています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ京都議定書作成の際のＣＯＰ議長を務め、その実行に責任を負う立場の日本政府は、２０１３年からの第２約束期間には参加しませんでした。２０２０年以降の削減目標の提出も大幅に遅れ、ようやく提出した「約束草案」も原発事故で火力発電が増えた２０１３年度を基準に、２０３０年度に２６％削減（１９９０年度比では１８％にしかならない）という不十分なものです。２０５０年度には８０％削減の長期目標との整合性もありません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ日本は世界で５番目の温室効果ガス排出大国として、温暖化対策の国際的責任を果たすべきです。長期目標に照らせば、３０年度の目標は「４０％以上」とすべきです。（以前、民主党政権が掲げた「２０２０年の温室効果ガス排出量を１９９０年比２５％削減する」とした野心的とも言われた国際公約は、安倍政権で見直されました。）　（註：基準となる年度がバラバラで分かりにくい数値です。）
「ルールある経済社会」と「自主・自立の平和外交」
世界の動きがわかる「しんぶん赤旗」をお読みください

日刊紙　月３４９７円　　日曜版　月８２３円
桑名市議団 星野公平のＨＰは　 http://hoshino.jcpweb.net/　　　　　

ご意見をお寄せください　ＦＡＸは２２－３０２８　（星野宅）　　
２０１５年１２月議会 スケジュール

１２月２日（水）、３日（木）　 午前１０時～
本会議開会（役員改選、議案上程、説明）
１２月９日（水）、１０日（木）１１日（金）、１４日（月）   午前１０時～
本会議、議案質疑・一般質問
１２月１５日（火）、 １６日（水）  午前１０時～　各常任委員会　
１７日（木）  予備日
１２月２４日（木）　午後１時～ 本会議(委員長報告、質疑、討論、採決)閉会
【議 案 と 報 告】
１２月議会に提出される議案は２６議案と報告(略)３件です。
補正予算７議案（一般会計、国保特会、介護特会、後期高齢者医療特会、医療センター貸付特会、水道会計、下水道会計で総額１４億７９百万円増）。

一般会計補正は総額７億１４百万円で、ふるさと応援基金２億円、返還金１億６百万円、ふるさと応援寄付推進事業費１億３百万円、農地中間管理事業費７５百万円、民間社会福祉施設等整備費補助６５百万円、病院整備費５９百万円、大山田東校舎増築３８百万円、道路施設維持補修費２８百万円、児童通所支援給付費２５百万円、ジュニアサミット開催事業費１６百万円等です。他に医療センター貸付特会で６億３０百万円あります。（詳細は２７日に説明を受けます。）
条例の制定６議案（行政不服審査会条例、関係条例の整備条例、マイナンバー利用・提供に関する条例、職員の配偶者同行休業条例、学校教育あり方検討委員会条例、上下水道事業経営審議会条例）。
条例の一部改正１１議案（市職員の勤務時間・休暇等に関する条例、市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例、委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例、市税条例、手数料条例、斎場条例、駅西土地区画整理事業施行条例、消防本部及び消防署の設置等に関する条例、消防団員等公務災害補償条例、市立幼稚園条例、体育施設条例）。
その他２議案です（公の施設の指定管理者の指定と字の区域の変更）。

「桑名市の住環境を守る請願書」がマンション全体管理組合から出されています。

パリ無差別テロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ一般市民の生命を奪う無差別テロは、国際社会にとっての重大問題であり、いかなる口実や背景があろうとも許されません。無法なテロを世界から根絶するよう、法と正義にもとづき国際社会が力を尽くすことが急務です。戦争でテロはなくせません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐｐｐｐ――世界からどうやってテロを根絶するか　――　　　　　　　　　　　ｐ２００１年の米国によるアフガニスタン報復戦争後テロが急増し、２００３年のイラク戦争は過激組織ＩＳの台頭の要因になりました。空爆など軍事作戦の強化では問題は解決しません。逆に憎しみの連鎖をつくりだし、テロと戦争の悪循環をつくりだすことになります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ日本共産党の志位委員長は東大駒場祭での講演で、国際社会が一致結束してとるべき対策として次の４点を提唱しました。　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ第一に、国連安保理決議に基づき、テロ組織への資金提供の遮断、テロリストの国際的移動の阻止、テロリストの武器入手の防止など、テロ組織を直接抑える。　　ｐ第二に、貧困や政治的・宗教的差別など、テロの土壌となっている問題をなくしていく努力を行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ第三に、シリアとイラクでの内戦､混乱を解決し､平和と安定をはかるための政治的･外交的努力をはかる｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ第四に、難民として苦しんでいる人々の人権を守り抜くための国際的な支援を抜本的に強める。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐパリ同時テロで妻を殺害されたジャーナリスト、アントワーヌ・レリス氏が、実行犯に対して、「私は君たちに憎しみの贈り物をあげない」というメッセージをのべたことが世界に大きな感動を広げています。何よりも大切なことは、憎しみの連鎖を断ち切るための国際社会の一致結束したとりくみです。　　　　　　　　　ｐ日本国民をテロの危険にさらさないためにも「戦争法」は廃止すべきです。米国からＩＳ空爆への協力要請があったときに、「戦争法」によって日本は断れなくなることになります。それは日本が｢憎しみの贈り物｣をすることになります。絶対にそういう道を許してはなりません。
「桑名市教育大綱」の作成
教育委員会が４月から様変わりしています。

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」の施行に伴い、市長の教育に対する権限が増し、組織的には生涯学習・文化・スポーツ関係が市長部局の総務部の中に組み込まれ、教育委員の教育委員会から委員長がなくなり教育委員でない教育長が取り仕切る状況です。

そして今「総合教育会議」で、「桑名市教育大綱」策定が進められています。
「総合教育会議」は、市長が設置・招集し、メンバーは市長・教育長・教育委員（５名）の７名で構成され、① 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱に関すること ② 教育を行うための諸条件の整備など重点的に講ずべき施策に関すること ③ 児童・生徒等の生命・身体に被害が生じる恐れがある場合など、緊急に講ずべき措置に関することを協議・調整するとなっています。

すでに、１１月２０日の第２回総合教育会議では「桑名市教育大綱」（案）が提出されて検討され、次回の来年２月には決定予定だそうです。期間は、「桑名市総合計画」前期終了の平成３１（２０１９）年度までの４年間で、事務局提出の案によると、「桑名市総合計画を基本とし、国の第２期教育振興基本計画、県の教育ビジョンを斟酌する。本市の教育がめざす基本的な方向性を示した計画であると共に、次代を担う“くわなっ子”を育むための家庭・学校・地域のすべての大人へのメッセージである。」という策定の趣旨です。
桑名市教育の現状と課題が、 ① 少子化・高齢化の進展 ② グローバル化の進展 ③高度情報化の進展 ④ 格差の再生産・固定化 ⑤ 学校施設の整備 ⑥ 若手教員の育成 ⑦ 人権教育の深化・拡充と７項目で分析され、基本理念は「夢を持ち、その夢に向かって努力する子を育てます。」です。
基本方針は、３つの視点に立って、７つあります。
（視点１）未来を切り開く「生きる力」の育成を図る
基本方針１　確かな学力の定着と向上
基本方針２　豊かな心とすこやかな体の育成
（視点２）子どもたちが生き生きと生活できるように支援します
基本方針３　地域とともにある学校づくり
基本方針４　教職員研修の充実
基本方針５　学校環境の整備
（視点３）郷土に誇りを持ち、生涯にわたり学び続ける環境をつくります
基本方針６　文化・スポーツの振興
基本方針７　生涯学習の推進
となっており、更にコメントが書かれています。
会議は、教育委員がそれぞれ意見を述べて市長がまとめていくという形でした。

市民が意見を言う場はありません。ＨＰを見て（特に議事録）、自ら機会を作り出して市長の耳に届くようにしていく他ありません。
｢アベノミクス、新３本の矢｣　社会保障費拡充を　　　　　ｐ安倍首相は、「戦争法」強行で広がった国民の怒りや、｢アベノミクス｣の行き詰まりをごまかす狙いから｢新３本の矢｣を持ち出しました。「介護離職ゼロ」「国内総生産（ＧＤＰ）６００兆円」「希望出生率１・８」を掲げ、安倍政権のうたう「１億総活躍社会｣の柱になっています｡　　　　　　　　　　　　　　ｐ「介護離職ゼロ」の具体化へむけて、厚生労働省が介護サービス「充実・加速化」案を検討していますが、小規模です。２０２０年代初頭に介護の受け皿を約３４万人増やすとした当初計画を、約４０万人増に変更するなどというものです。増設する対象として在宅・施設の６サービスを列記したものの、切実に求められている特養（５０万人を超す入所待ち）をどの程度増やすのかは不明です。　　　ｐ現場に危機と困難をもたらしている大本は介護報酬大削減です。これが引き金となり、特養などの施設でもデイサービスなど在宅でも多くの介護事業者が苦境に陥っています。今年１月～１０月の老人福祉・介護事業の倒産は６２件と過去最悪です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ「介護離職ゼロ」を真剣にめざすなら、直ちに介護報酬を元に戻し、引き上げるべきです。介護職員などの処遇改善は急務です。その際、利用者負担増に跳ね返らない措置をとることは必要です。　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ親などの介護のため仕事をやめざるをえない約１０万人の介護離職者、その数倍といわれる「離職予備軍」の深刻な現状を打開する展望は見えません。安心の介護を実現するため社会保障費拡充を求める世論と運動を広げるときです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日本共産党桑名市議団　星野公平ニュース
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発行　　　　日本共産党桑名市議員団 　☎２４－１３１０


発行場所　桑名市中央町２－３７　桑名市役所議員控室


自宅　　　　桑名市立花町１－１４－７ 　☎２２－２９７５













































































